
船舶事故等調査報告書 

平成２７年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４横第１６９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年１２月２日 ２０時３３分ごろ 

発生場所 京浜港川崎第１区 

 川崎東扇島防波堤東灯台から真方位３３３°１.８海里付近 

 （概位 北緯３５°３１.２６′ 東経１３９°４５.９８′） 

事故等調査の経過 平成２６年１２月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 液化ガスばら積船 徳邦
とくほう

丸、９９７トン 

１４２００９、イイノガストランスポート株式会社 

Ｂ 油タンカー 博
はく

洋
よう

丸、９８１トン 

   １４２２０１、南洋海運株式会社、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾外板に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部外板に擦過傷 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか７人が乗り組み、京浜港川崎第１区の桟橋にお

いて荷揚げを終了し、平成２６年１２月２日２０時２０分ごろ、入船

左舷着けの状態から離桟作業を開始した。 

Ａ船は、船長Ａが、風の影響を考慮し、機関を半速力後進にかけて

揚錨していたところ、揚錨速度が間に合わずに錨鎖が緊張したので、

機関を微速力前進として揚錨したところ、船尾が、風によって右舷方

へ圧流され、対岸の桟橋に着桟中のＢ船へ接近した。 

Ａ船は、船長Ａが機関、舵及びバウスラスタを使用して回避措置を

採ったが、圧流が止まらずにＢ船へ接近し、２０時３３分ごろ、Ａ船

の右舷船尾外板とＢ船の左舷中央部外板とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか７人が乗り組み、京浜港川崎第１区の桟橋に右

舷着けの状態で荷役中、Ａ船と衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 快晴、風向 南西、風力 ５ 

海象：潮汐 低潮時 

 その他の事項  Ａ船は、船長Ａが、衝突の直前、衝突が避けられないと思い、被害

軽減のため、乗組員にフェンダーを使用させた。 

 Ｂ船は、作業中の乗組員が接近するＡ船に気付き、フェンダーを使



用した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、京浜港川崎第１区において、左舷船尾方から風力５の風を

受ける状況下、離桟して揚錨作業中、船尾が風によって圧流されたこ

とから、着桟中のＢ船に接近し、衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、京浜港川崎第１区において着桟して荷役中、Ａ船が衝突し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、京浜港川崎第１区において、左舷船尾方から風力

５の風を受ける状況下、Ａ船が、離桟して揚錨作業中、船尾が風によ

って圧流されたため、着桟中のＢ船に接近し、衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・風のある状況下で離桟作業を行う際には、慎重な操船を行い、必

要に応じてタグボートを使用すること。 

 


